
（お知らせ）

株式会社オプティキャスト

ＮＴＴ西日本 三重支店

三重県における｢スカパー！光｣および「フレッツ・テレビ」等の

サービス提供開始日の確定について

～ 新たに三重県内の亀山市、員弁郡東員町、三重郡菰野町の各市町の一部エリアで

平成２３年６月２１日からサービス提供開始 ～

スカパーＪＳＡＴ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 執行役員社長 高田真治）の子会

社である株式会社オプティキャスト（本社：東京都港区、代表取締役社長 石川俊之、以下、オプティキャ

スト）およびＮＴＴ西日本 三重支店（支店長 仮屋雄司、以下、ＮＴＴ西日本）は、三重県内の亀山市、員

弁郡東員町、三重郡菰野町の各市町の一部エリアにおける｢スカパー！光｣および｢フレッツ･テレビ｣

｢フレッツ･テレビ 建物一括契約プラン｣の提供開始を、『三重県における「スカパー！光」および

「フレッツ・テレビ」等の提供エリア拡大とお申し込み受付開始について ～新たに三重県内の亀山

市、員弁郡東員町、三重郡菰野町の各市町の一部エリアでサービス提供開始～』（平成２３年５月

１６日、オプティキャスト・ＮＴＴ西日本連名発表）にてお伝えしましたが、この度、サービス提供開始

日が平成２３年６月２１日に確定しましたので、あらためてお知らせします。

＊平成２３年７月１日現在「スカパー！光」「フレッツ・テレビ」「フレッツ･テレビ 建物一括契約プラン」の提供エリアは、大阪、京都、奈良、

滋賀、兵庫、愛知、三重、徳島、和歌山、岐阜の各府県の一部地域です。

１．「スカパー！光」「フレッツ・テレビ」「フレッツ・テレビ建物一括契約プラン」の新たなサービス提供拡大

エリア等について

県名
サービス提供拡大エリア

（各市町の一部地域）
お申し込み受付開始日 サービス提供開始日

三重県
亀山市、員弁郡東員町、

三重郡菰野町の各市町の一部地域
平成２３年５月１６日 平成２３年６月２１日

＊サービス提供エリア内においても、設備の状況等により、サービスのご利用をお待ちいただいたり、サービスを提供できない
場合があります。

２．「フレッツ・テレビ」について

三重県の本サービス提供エリアにおける「フレッツ･テレビ」は、「フレッツ光」（インターネット

接続サービス）の光ファイバーを利用して、オプティキャストの提供する放送サービスにより、

「地上デジタル放送/ＢＳデジタル放送」と「『デジアナ変換』※により地上デジタル放送をアナ

ログ方式に変換した放送」が受信できるサービスです。

※「『デジアナ変換』により地上デジタル放送をアナログ方式に変換した放送」がアナログテレビで受信できます。

・「デジアナ変換」はオプティキャストにて２０１５年３月３１日まで実施する予定です。

・｢デジアナ変換｣での放送は、通常の地上デジタル放送・地上アナログ放送と比較して、一部ご利用になれない機能やサービス

があります。

・本サービスは、画面の上下に黒い帯が出て画面が小さくなります（上下左右に出る場合もあります）。また、地上デジタル放送

特有のサービス（データ放送、字幕サービス、5.1ｃｈや２ｶ国語ステレオ放送、マルチ編成時のサブチャンネルの視聴）や、地上

アナログ放送の電子番組表（ADAMS-EPG、Ｇガイド）についてもご利用になれません。更には、デジタル録画機器での録画

回数が１回に制限されています。

・機能の制約に関する詳細はスカパー！光カスタマーセンター ０５７０－０７７－１５３（ナビダイヤル）＜ＰＨＳ、ＩＰ電話のお客さま

は０４５－２７９－７７７７＞へお問い合わせください（電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようお願いいたします）。

*「地上デジタル放送/ＢＳデジタル放送」等をご視聴される場合は、各放送の受信に対応したテレビまたはチューナーが必要

です。

*現在受信中のチャンネルが一部受信できない場合があります。お住まいの地域により受信できるチャンネルが異なります。



（１）提供条件

・「フレッツ・テレビ」は、ＮＴＴ西日本が提供する電気通信サービス「フレッツ・テレビ伝送サービ

ス」の契約と、オプティキャストが提供する放送サービス「オプティキャスト施設利用サービス」

の契約によりご利用になれます。

・三重県の本サービス提供エリアにおける「フレッツ・テレビ」のご利用には、「フレッツ 光ネ

クスト ファミリータイプ/ファミリー・ハイスピードタイプ/ファミリー・エクスプレスタイプ」(いず

れもインターネット接続サービスの名称です)の契約・料金が必要です。マンションタイプ等

他のサービスプランではご利用になれません。

・ＢＳ・ＣＳの専門チャンネルの視聴には、各放送サービス事業者とのご契約・料金、対応機器が

必要です。

･平成２３年７月１日現在、「フレッツ・テレビ」の提供エリアは、大阪、京都、奈良、滋賀、兵庫、

愛知、三重、徳島、和歌山、岐阜の各府県の一部地域です。

・弊社設備状況などによりサービスを提供できない場合があります。

・「フレッツ・テレビ」以外の地上デジタル放送の受信方法については、(社)デジタル放送

推進協会ホームページ(http://www.dpa.or.jp/)にてご確認ください。



（２）提供料金

■初期費用（税込）の代表例（料金は一例です。お客さまの設備状況により異なります。）
例１【｢フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ/ファミリー・ハイスピードタイプ/ファミリー・エクスプレスタイプ」

（いずれもインターネット接続サービスの名称です。）と「フレッツ・テレビ」を新規で同時にお申し込みの

お客さまの場合】

接続パターン

料金

テレビを複数台

ご利用の場合

（テレビ接続工事がホー

ム共聴工事※1 の場合）

テレビ１台のみの

ご利用の場合

（テレビ接続工事が標準工事

※2 の場合）

ご自分で

テレビを

接続する場合

フレッツ 光ネクスト

工事費

０円

フレッツ光 初期工事費割引適用※3

フレッツ 光ネクスト

契約料
８４０円

フレッツ・テレビ伝送サービス

工事※4費

０円

フレッツ・テレビ伝送サービス 初期工事費割引適用※5

フレッツ・テレビ伝送サービス

契約料
８４０円

Ｎ
Ｔ
Ｔ
西
日
本
よ
り
ご
請
求 テレビ接続工事費※6

（基本工事に加えてオプション

工事※7 が必要な場合があり

ます。）

基本工事

１７,８５０円※1

オプション工事例

・ブースター交換

１０,５００円

基本工事

５,２５０円※2

オプション工事例
・同軸ケーブルが必要な場合

５,２５０円
・同軸コードが必要な場合

８４０円

－

オ
プ
テ
ィ
キ
ャ
ス

ト
よ
り
ご
請
求

オプティキャスト施設利用

登録料
２,９４０円

２２,４７０円 ９,８７０円 ４,６２０円

合計 ブースター交換が

必要な場合

３２,９７０円

同軸ケーブル・同軸コード

が必要な場合

１５,９６０円

－



例２【｢フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ/ファミリー・ハイスピードタイプ/ファミリー・エクスプレスタイプ｣
（いずれもインターネット接続サービスの名称です。）をご利用中のお客さまで、「フレッツ・テレビ」のみ
新規でお申し込みのお客さまの場合】

接続パターン

料金

テレビを複数台

ご利用の場合

（テレビ接続工事がホー

ム共聴工事※1 の場合）

テレビ１台のみの

ご利用の場合

（テレビ接続工事が標準工事

※2 の場合）

ご自分で

テレビを

接続する場合

フレッツ・テレビ伝送サービス

工事※4費

７,６６５円

フレッツ・テレビ伝送サービス 初期工事費割引適用※5

フレッツ・テレビ伝送サービス

契約料
８４０円

Ｎ
Ｔ
Ｔ
西
日
本
よ
り
ご
請
求

テレビ接続工事費※6

（基本工事に加えてオプション

工事※7 が必要な場合があり

ます。）

基本工事

１７,８５０円※1

オプション工事例

・ブースター交換

１０,５００円

基本工事

５,２５０円※2

オプション工事例

・同軸ケーブルが必要な場合

５,２５０円
・同軸コードが必要な場合

８４０円

―

オ
プ
テ
ィ
キ
ャ
ス
ト
よ
り

ご
請
求

オプティキャスト施設利用

登録料
２,９４０円

２９,２９５円 １６,６９５円 １１,４４５円

合計
ブースター交換が

必要な場合

３９,７９５円

同軸ケーブル・同軸コード

が必要な場合

２２,７８５円

－

※1 ・テレビ用回線終端装置とご自宅の既存のホーム共聴設備（ブースターからテレビ端子までの設備）を接続します。
・テレビ１台分の接続を含みます。（１台目の接続において、現在接続されていないレコーダー経由でテレビを接続する

場合および２台目以降のテレビの接続等は、オプション費用が必要です。）

※2 ・テレビ用回線終端装置とテレビ１台を接続します。（レコーダー経由でテレビ１台を接続する場合等は、オプション費用が

必要です。）
・テレビ用回線終端装置と別部屋のテレビを接続される場合、テレビ１台との接続であっても「テレビを複数台ご利用
の場合」として「ホーム共聴工事」となります。

※3 【フレッツ光 初期工事費割引（料金サービス）について】
・ 「フレッツ光 初期工事費割引」は、「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ/ファミリー・ハイスピードタイプ/ファミリー・エクス

プレス タイプ」、「フレッツ・光プレミアム ファミリータイプ」（いずれもインターネット接続サービスの名称です。）を
平成２３年９月３０日までに（申込受付期間は延長されることがあります。本割引は平成２２年１０月１日から継続して
実施しています。）新規にお申し込みで、かつ個人名義でお申し込みの場合は「CLUB NTT-West（入会金・年会費無料の

ＮＴＴ西日本の会員制プログラム）」にご入会のお客さまを対象に、２４ヵ月間の継続利用を条件に回線の初期工事費を
割引くものです（お申し込みが必要です）。お客さまのご都合により、ご利用開始月を１ヵ月目としてから２４ヵ月目の末日
までに解約された場合は、所定の解約金をお支払いいただきます。ただし、２４ヵ月目の末日に解約した場合、解約金

は発生しません。（「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ/ファミリー・ハイスピードタイプ/ファミリー・エクスプレスタイプ」
をご利用開始月を１ヵ月目として１５ヵ月以内に解約された場合は、２８,４５５円（税込）、１６ヵ月目～２４ヵ月以内に解約
された場合は１０,５００円（税込）の解約金が必要です。「フレッツ・光プレミアム ファミリータイプ」をご利用開始月を１ヵ月

目として１５ヵ月以内に解約された場合は２４,７８０円（税込）、１６ヵ月目～２４ヵ月以内に解約された場合は１０,５００円
（税込）の解約金が必要です。）

・ 品目の変更（例：「フレッツ・光プレミアム」から「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ」から

「フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ」への変更等）に係わる工事費は割引対象外です。
・ お客さまのご都合により平成２３年１２月３１日までにご利用を開始されない場合は、割引対象外です。
・ 過去に「フレッツ光 初期工事費割引」の適用を受けたお客さまが「フレッツ光」の契約を解約し、同一設置場所で再度

お申し込みいただいた場合は、割引対象外ですが、その解約から１年以上経過し、かつ過去２回以上本割引の適用
を受けていない場合には、割引対象となります。



・ 「フレッツ光」の初期費用として契約料８４０円（税込）が別途必要です。
・ 割引の対象となる初期工事費は、代表的な工事（お客さま宅内に設置する終端装置までの配線および設置工事）

の場合であり、工事内容によっては別途工事費が必要となる場合があります。

・ ひかり電話、加入電話（いずれも電話サービスです。）、「フレッツ・テレビ」等の同時工事がある場合、工事費が別途
必要です。

・ お客さま建物内の既設の配管設備等の状況により、新たに配管設備等のご用意をお願いする場合があります。

※4 ・テレビ用回線終端装置と回線終端装置（ONU）またはＯＮＵ一体型ひかり電話対応ホームゲートウェイを同一部屋内に設置
させていただきます。

・ＮＴＴ西日本指定の工事会社が実施いたします。

※5 【フレッツ・テレビ伝送サービス 初期工事費割引（料金サービス）について】

・ 「フレッツ・テレビ伝送サービス 初期工事費割引」は、平成２３年９月３０日までに（申込受付期間は延長されること
があります。本割引は平成２０年１１月１日から継続して実施しています。）新規にお申し込みのお客さまを対象に
「フレッツ･テレビ伝送サービス」の初期工事費を「フレッツ光」と同時工事の場合０円、「フレッツ・テレビ」単独工事の

場合７,６６５円（税込）とするものです。
・ テレビ接続工事費等は割引対象外となります。
・ 「フレッツ・テレビ伝送サービス」契約料８４０円（税込）が別途必要です。

・ お客さまのご都合により平成２３年１２月３１日までにご利用を開始されない場合は、割引対象外です。
・ 過去に「フレッツ・テレビ伝送サービス 初期工事費割引」の適用を受けたお客さまが「フレッツ・テレビ」の契約を解約

し、同一設置場所で再度お申し込みいただいた場合は割引対象外ですが、その｢フレッツ･テレビ｣で利用する

「フレッツ光」が過去に解約されており、その解約から１年以上経過し、かつ過去２回以上本割引の適用を受けて
いない場合には割引対象となります。

※6 テレビ接続工事に関する取引条件等については「特定商取引に関する法律」の基づく表示
（http://flets-w.com/tokushoho/tv_setsuzoku/tv_setsuzoku.pdf）をご参照ください。

※7 オプション工事（有料）については、お客さまとご相談させていただいた後に実施させていただきますので、詳細は工事担当
者にご相談ください。

■月額利用料 （税込）

項 目 料 金

フレッツ光（インターネット接続サービス） 月額利用料

（「フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ」の場合）
５,６７０円

＊別途、加算料８４０円（税込）が必要となる場合があります。

＊「フレッツ 光ネクスト ファミリー・エクスプレスタイプ」の場合、月額利用料金は７，６６５円(税込)です。インターネットを
ご利用いただくには、「フレッツ光」に対応したプロバイダーとのご契約・ご利用料金が別途必要です。

＋

項 目 料 金

「フレッツ・テレビ」伝送サービス利用料 ４７２.５円

「オプティキャスト施設利用料」 ２１０円
「フレッツ・テレビ」

月額利用料
合計 ６８２.５円

＊ ＮＨＫ受信料（地上・衛星契約）は含まれません。
＊ ＢＳ、ＣＳ（スカパー！）の有料放送は、別途各映像サービス提供事業者とのご契約（BS、「スカパー！ｅ２」は B－ＣＡＳ

カード単位、「スカパー！光」はチューナー単位）・料金、対応機器が必要です。

＊ 「フレッツ・テレビ」のご利用開始日は、テレビ用回線終端装置の設置工事完了日です。
＊ 「フレッツ・テレビ伝送サービス」月額利用料は、ご利用開始日からの課金です。
＊ オプティキャスト施設利用料は、ご利用開始月の翌月からの課金です。また、解約月は日割り計算は行わず、１ヶ月分を

請求いたします。



（３）「フレッツ・テレビ月額利用料 最大半年無料」（料金サービス）について

平成２３年９月３０日までに（申込受付期間は延長されることがあります。本割引は平成２２年

１０月１日から継続して実施しています。）新規に「フレッツ・テレビ」をお申し込みのお客さまを

対象に、「フレッツ・テレビ伝送サービス」の月額利用料を開通月＋５ヵ月間、「オプティキャ

スト施設利用サービス」の月額利用料を課金が開始される月（開通月の翌月）から５ヵ月間

無料とするものです。（無料期間終了後は有料となります。）

詳細については、以下のとおりです。

＊別途、「フレッツ光」、「フレッツ・テレビ」、オプションのＣＳ（「スカパー！光」、「スカパー！ｅ２」）の初期費用、「フレッツ光」（インター

ネット接続サービス）、オプションのＣＳ（「スカパー！光」、「スカパー！ｅ２」）の月額利用料がかかります。
＊お客さまのご都合により平成２３年１２月３１日までにご利用を開始されない場合は、割引対象外です。
＊過去に「フレッツ・テレビ月額利用料 最大半年無料」の適用を受けたお客さまが「フレッツ・テレビ」の契約を解約し、同一設置

場所で再度お申し込みいただいた場合は割引対象外ですが、その｢フレッツ･テレビ｣で利用する「フレッツ光」が過去に解約
されており、その解約から１年以上経過し、かつ過去２回以上同じ割引の適用を受けていない場合には、割引対象となります。

＊「フレッツ・テレビ建物一括契約プラン」にお申し込みされたお客さまは割引対象外です。

＊「フレッツ･テレビ月額利用料 最大半年無料」の実施元は、ＮＴＴ西日本およびオプティキャストです。



３．「フレッツ・テレビ 建物一括契約プラン」について

三重県の本サービス提供エリアにおける「フレッツ・テレビ 建物一括契約プラン」は、集合

住宅のオーナーさま等（オーナーさま、管理組合さま、管理会社さま等）が建物ごとに一括して

本プランを契約することにより、集合住宅全戸が、「地上デジタル放送/ＢＳデジタル放送」と

「『デジアナ変換』※により、地上デジタル放送をアナログ方式に変換した放送」が受信できる

サービスです。

※「『デジアナ変換』により地上デジタル放送をアナログ方式に変換した放送」がアナログテレビで受信できます。

・「デジアナ変換」はオプティキャストにて２０１５年３月３１日まで実施する予定です。

・｢デジアナ変換｣での放送は、通常の地上デジタル放送・地上アナログ放送と比較して、一部ご利用になれない機能やサービス

があります。

・本サービスは、画面の上下に黒い帯が出て画面が小さくなります（上下左右に出る場合もあります）。また、地上デジタル放送

特有のサービス（データ放送、字幕サービス、5.1ｃｈや２ｶ国語ステレオ放送、マルチ編成時のサブチャンネルの視聴）や、地上

アナログ放送の電子番組表（ADAMS-EPG、Ｇガイド）についてもご利用になれません。更には、デジタル録画機器での録画回

数が１回に制限されています。

・機能の制約に関する詳細はスカパー！光カスタマーセンター ０５７０－０７７－１５３（ナビダイヤル）＜ＰＨＳ、ＩＰ電話のお客さま

は０４５－２７９－７７７７＞へお問い合わせください（電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようお願いいたします）。

*ご入居者さまが「地上デジタル放送/ＢＳデジタル放送」等を視聴するには、各放送の受信に対応したテレビまたはチューナーが

必要です。

*現在受信中のチャンネルが一部受信できない場合があります。お住まいの地域により受信できるチャンネルが異なります。

（１）提供対象

オーナーさま等（集合住宅のオーナーさま、管理組合さま及び管理会社さま等）

（２）提供条件

オーナーさま等が、総戸数６戸以上の集合住宅について全戸一括でオプティキャストの提供

する放送サービス「オプティキャスト施設利用サービス（建物一括契約プラン）」ならびに、

ＮＴＴ西日本の提供する電気通信サービス「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ」、「フレッツ

光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ」（いずれもインターネット接続サービスです。）の

いずれか及び「フレッツ・テレビ伝送サービス（建物一括契約型料金）」をご契約※1 いただき、料金

をお支払いいただく必要があります。

「フレッツ・テレビ 建物一括契約プラン」でご利用いただく「フレッツ 光ネクスト ファミリー

タイプ」または「フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ」は、映像サービス専用での

利用に限られ、インターネットやひかり電話（電話サービス）等のサービスにはご利用いただけ

ません。※2

本サービスを導入し、ご利用いただくには、オーナーさま等にて集合住宅内のテレビ共聴設備

等の改修工事が必要となります。

平成２３年７月１日現在、「フレッツ・テレビ建物一括契約プラン」の提供エリアは、大阪、京都、

奈良、滋賀、兵庫、愛知、三重、徳島、和歌山、岐阜の各府県の一部地域です。

※1 「フレッツ・テレビ伝送サービス （建物一括契約型料金）」では最低利用期間（２４ヵ月）を設定しております。オーナーさま等
のご都合により、最低利用期間内に解約された場合、１０,５００円（税込）をＮＴＴ西日本にお支払いいただきます。

※2 ご入居者さまが別途個別にご契約されているインターネット回線とは別の回線となります。



（３）提供料金

＜１＞月額利用料※3

月額利用料は入居者数にかかわらず建物の全戸数分※4を、オーナーさま等に一括でお支払

いいただきます。

サービス名 利用料※5

「フレッツ・テレビ 建物一括契約プラン」
７００円×全戸数

(税込：７３５円×全戸数)

（内訳）「フレッツ・テレビ伝送サービス （建物一括契約型料金）」※6
６５０円×全戸数

（税込：６８２.５円×全戸数）

（内訳）「オプティキャスト施設利用サービス

（建物一括契約型プラン料金）」

５０円×全戸数

（税込：５２.５円×全戸数）

※3 ・「フレッツ・テレビ 建物一括契約プラン」の月額利用料は、ＮＴＴ西日本からオーナーさま等に一括で請求させていただきます。

・「フレッツ・テレビ伝送サービス（建物一括契約型料金）」を最低利用期間２年以内に解約された場合、１０,５００円（税込）を
ＮＴＴ西日本にお支払いいただきます。

・月途中での申し込み・解約時において「フレッツ・テレビ伝送サービス （建物一括契約型料金）」利用料部分は日割計算を

実施し、「オプティキャスト施設利用サービス（建物一括契約型プラン料金）」利用料部分についてはご利用開始月の翌月
からの課金となり、解約月は日割り計算は行わず、１ヵ月分を請求いたします。

・ＮＨＫ受信料（地上、衛星契約）は含まれません。（各ご入居者さまのご負担です。）

・ＢＳの有料放送については、別途各映像サービス提供事業者と各ご入居者さまとのご契約（Ｂ－ＣＡＳカード単位）が必要
です。（各ご入居者さまのご負担です。）

・ＣＳデジタル放送（「スカパー！光」、「スカパー！ｅ２」）の専門チャンネルの受信には、ご入居者さまと各放送サービス事業者

とのご契約、料金および対応チューナー等が別途必要になります。（各ご入居者さまのご負担です）

※4 全戸数とは、集合住宅内の全戸数であり、実際の入居者数・視聴希望数ではありません。

※5 上記料金は、消費税込みの表示金額を基に総額を算出しておりますので、端数処理等により実際の請求額と異なる場合があり
ます。

※6 「フレッツ・テレビ伝送サービス （建物一括契約型料金）」の月額利用料には、「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ」または
「フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ」の月額利用料を含みます。



＜２＞初期費用（ＮＴＴ西日本工事分）

ＮＴＴ西日本の施工範囲はオーナーさま等所有の集合住宅内に設置する回線終端装置までで

あり、回線終端装置よりもオーナーさま等側にある建物内テレビ共聴設備等はオーナーさま

等の施工範囲※7です。

【新規に「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ」または「フレッツ 光ネクスト ファミリー・

ハイスピードタイプ」（いずれもインターネット接続サービスの名称です。）と同時工事

する場合。】
●工事費は、標準的な回線終端装置までの工事となり、テレビ共聴設備等にかかる工事費は含まれておりません。

●料金は一例です。集合住宅の設備状況により工事費用が異なります。集合住宅の設備状況によっては、

テレビ共聴設備の工事が別途必要となりますのでご準備ください。

項目 初期費用

「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ」または

「フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピード

タイプ」契約料

８００円

（税込：８４０円）

「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ」または

「フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピード

タイプ」初期工事費※8

２７，１００円※9

（税込：２８，４５５円）

「フレッツ・テレビ伝送サービス

（建物一括契約型料金）」初期工事費

０円

（税込：０円）

フレッツ・テレビ伝送サービス 初期工事費割引適用※10

合計
２７,９００円

（税込：２９,２９５円）

※7 改修内容・改修箇所・費用などは個々の集合住宅により異なります。場合によっては、大規模な工事が必要となる場合があり

ます。

※8 「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ」、「フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ」初期工事費割引につきましては、

お問い合わせいただくか、もしくは弊社ホームページ（http://flets-w.com/charge/campaign）にてご確認ください。

※9 代表的な工事（オーナーさま等集合住宅内に設置する回線終端装置までの配線及び設置工事）の場合。

※10 【フレッツ・テレビ伝送サービス（建物一括契約型料金）初期工事費割引（料金サービス）について】
・ 「フレッツ・テレビ伝送サービス（建物一括契約型料金）初期工事費割引」は、平成２３年９月３０日までに（申込受付期間

は延長されることがあります。本割引は平成２０年１１月１日から継続して実施しています。）新規にお申し込みのお客

さまを対象に「フレッツ･テレビ伝送サービス（建物一括契約型料金）」（ＮＴＴ西日本工事分）の初期工事費を「フレッツ光」と
同時工事の場合０円、「フレッツ・テレビ伝送サービス（建物一括契約型料金）」単独工事の場合７,６６５円（税込）とする
ものです。

・ テレビ共聴設備等にかかる工事費等は割引対象外となります。
・ お客さまのご都合により平成２３年１２月３１日までにご利用を開始されない場合は、割引対象外です。
・ 過去に「フレッツ・テレビ伝送サービス（建物一括契約型料金）初期工事費割引」の適用を受けたお客さまが「フレッツ・

テレビ」の契約を解約し、同一設置場所で再度お申し込みいただいた場合は割引対象外ですが、その｢フレッツ･テレビ｣で
利用する「フレッツ光」が過去に解約されており、その解約から１年以上経過し、かつ過去２回以上同じ割引の適用を受け
ていない場合には割引対象となります。



４．「スカパー！光」について

「スカパー！光」とは、「フレッツ・テレビ」を利用してスカパー！ＨＤのハイビジョン放送を視聴

できるサービス※1 です。４６のハイビジョンチャンネルと、２３の標準画質チャンネルを合わせた６９

チャンネルがセットになっている「スカパー！光パックＨＤ」では、プロ野球をはじめとするスポーツ、

海外ドラマ、韓流、映画、アニメ、ドキュメンタリーなど、多彩なチャンネルが視聴できます。

この他、Ｊリーグや海外サッカーをハイビジョンで楽しめるセットや、チャンネル単位でご契約

可能な「アラカルトチャンネル｣もございます。「スカパー！光」の詳細については、スカパー！光

ホームページ（http//www.skyperfectv.co.jp/hikari/）をご覧ください。

※1 ハイビジョン８３チャンネルのほか、標準画質２６３チャンネル(デジタルラジオ１０１チャンネルを含む)も視聴できます。
（平成２３年７月１日現在）

（１）提供条件

・「スカパー！光」はオプティキャストが提供するサービスです。ＮＴＴ西日本がスカパーＪＳＡＴ

㈱にお申し込みを取り次いだ後、お客さまとオプティキャストとの間でご契約が完了次第お楽しみ

いただけます。なお、「スカパー！光」の「基本料・チューナーレンタル料・視聴料」はオプティキャ

ストから請求します。

・「スカパー！光」のお申し込み、ご利用は個人のお客さまに限ります。

・三重県の本サービス提供エリアにおける「スカパー！光」のご利用には、ＮＴＴ西日本が

提供する「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ/ファミリー・ハイスピードタイプ/ファミリー・

エクスプレスタイプ」の契約・料金が必要です。マンションタイプ等他のサービスプランでは

ご利用になれません。

・「フレッツ・テレビ」のご契約・料金が必要です。

・テレビ一台ごとにスカパー！光用デジタルチューナー等レンタルサービス契約の締結が

別途必要です。

･平成２３年７月１日現在、「スカパー！光」の提供エリアは、大阪、京都、奈良、滋賀、兵庫、

愛知、三重、徳島、和歌山、岐阜の各府県の一部地域です。



（２）提供料金

■月額利用料（税込）

項 目 料 金

フレッツ光（インターネット接続サービス） 月額利用料

（「フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ」の場合）
５,６７０円

＊ 別途、加算料８４０円（税込）が必要となる場合があります。

＊ 「フレッツ 光ネクスト ファミリー・エクスプレスタイプ」の場合、月額利用料金は７,６６５円(税込)です。
インターネットをご利用いただくには、「フレッツ光」に対応したプロバイダーとの契約・ご利用料金が別途必要です。

＋

項 目 料 金

フレッツ・テレビ伝送サービス利用料 ４７２.５円

オプティキャスト施設利用料 ２１０円
「フレッツ・テレビ」

月額利用料
合計 ６８２.５円

＊ ＮＨＫ受信料（地上・衛星契約）は含まれません。
＊ ＢＳ、ＣＳ（スカパー！）の有料放送は、別途、各映像サービス提供事業者とのご契約（BS、「スカパー！ｅ２」は B－ＣＡＳカード

単位、「スカパー！光」はチューナー単位）・料金、対応機器が必要です。

＊ 「フレッツ・テレビ」のご利用開始日は、テレビ用回線終端装置の設置工事完了日です。
＊ 「フレッツ・テレビ伝送サービス月額利用料」は、ご利用開始日からの課金です。
＊ オプティキャスト施設利用料は、ご利用開始月の翌月からの課金です。また、解約月は日割り計算は行わず、１ヵ月分を請求

いたします。

＋

メニュー 料金

スカパー！光パックＨＤ

（ハイビジョン４６ｃｈ＋標準画質２３ｃｈ）

４,９９０円※2

（内訳）

・スカパー！光基本料 「４１０円(税込)」

・スカパー！光ＨＤ対応チューナーレンタル料 「６３０円(税込)」
※3

・視聴料 「３,９５０円(税込)」

アラカルトチャンネル

１,０４０円※2

（内訳）

・スカパー！光基本料 「４１０円(税込)」

・スカパー！光ＨＤ対応チューナーレンタル料 「６３０円(税込)」
※3

＋

選んだ番組の視聴料※4

※2 解約の場合、解約月の日割り計算は行いません。月途中の解約であっても、１ヵ月分の請求となります。

※3 視聴には、テレビ１台ごとに「スカパー！光」用デジタルチューナー（ハイビジョンチャンネルのご視聴には、スカパー！光ＨＤ

対応チューナー）が必要です。スカパー！光用デジタルチューナーレンタルに関する取引条件等については「特定商取引に
関する法律」に基づく表示（http://flets-w.com/tokushoho/sph/sph.pdf）をご参照ください。

※4 選んだチャンネルやセットの月額分およびペイパービュー(ＰＰＶ)料金が必要です。ペイパービュー(ＰＰＶ)をご覧になる場合
には、電話回線におつなぎいただく必要があります。

＊ 複数のテレビで「スカパー！光」の専門チャンネルをご覧になる場合は、テレビ１台ごとに「スカパー！光用デジタルチューナー等
レンタルサービス契約」の締結が必要です。（テレビ１台ごとに各コースの料金がかかります。）

＊ 「スカパー！光」の月額利用料金には、ＮＨＫ受信料は含まれません。



■初期費用

初期費用は、「フレッツ・テレビ」のオプティキャストとの契約と、「スカパー！光」の契約者情報

（氏名・電話番号・住所）が一致した場合、【２．「フレッツ･テレビ」について】に記載されている

「フレッツ・テレビ」の初期費用となります。一致しない場合、「スカパー！光」加入料２,９４０円

（税込）が別途かかります。

５．お客さまからのお申し込み、お問い合わせ

（１）電話でのお申し込み、お問い合わせ

■オプティキャスト【スカパー！光】

｢スカパー！光｣カスタマーセンター（総合窓口）

ＴＥＬ：０４５－２７９－７７７７または ０５７０－０７７－１５３

受付時間：１０：００～２０：００（年中無休）

■ＮＴＴ西日本【フレッツ・テレビ、フレッツ・テレビ建物一括契約プラン】

ＴＥＬ：０１２０－１１６１１６ （携帯電話・PHSからもご利用いただけます）

受付時間 ９：００～２１：００

（土・日・祝日も受付しております。年末年始１２／２９～１／３を除きます。）

＊ＮＴＴ西日本エリア以外からはご利用になれません。

（２）インターネットからのお申し込み、お問い合わせ

■スカパー！光ホームページ：http://www.skyperfectv.co.jp/hikari/

■フレッツ公式ホームページ ：http://flets-w.com/

（３）スカパー！光ＨＤ対応チューナーレンタル等に関する注意事項

■スカパー！光用デジタルチューナー等レンタルサービス契約約款

http://www.skyperfectv.co.jp/hikari/yakkan/

記載されている内容は、平成２３年７月１日現在のものです。

最新の情報と内容が異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようお願いいたします。

審査１１-９５１-2


